
災害時の
大きな災害が起きると、大量のごみが発生する場合があります。市民の皆様が早期に
日常生活を取り戻すことができるように、発生したごみを迅速かつ適正に処理するた
め、災害時にはごみの出し方にご協力をお願いします。 令和元年東日本台風千葉県茂原市

出典：災害廃棄物対策フォトチャンネル
http://kouikishori.env.go.jp/photo_channel/

ごみの出し方
生活ごみ

※収集計画や仮置場については、発災後速やかにホームページ等でお知らせします。
　復旧・復興が遅れるため、道路や自宅前等に絶対に廃棄しないで下さい。

新エネルギー・環境政策課 TEL：088-823-9209　
E-mail：kc-180500@city.kochi.lg.jp

・可燃ごみ以外は収集停止（1カ月程度）

・高知市が指定する仮置場へ搬出
・必ず分別してください

※衛生上、可燃ごみを優先するためです。自宅で保管ください。

・通常のごみステーションへ排出

災害
廃棄物

発災後の片付けごみ

損壊した家屋の廃棄物
自宅内の被災した物を片付ける際に排出されるもの

家屋の撤去等に伴って排出される廃棄物

※裏面の分別リスト
　をご確認ください。

※ただし、発災後すぐは収集不可（3日以内目標）



❶可燃物
（家具類・プラスチッ
ク・衣類等）

12小型家電
（掃除機・電子レンジ
等・11以外の家電）

❷不燃物
（ガラス・陶磁器くず
等）

❸コンクリート
がら等のガレキ

❹布団・畳・カー
ペット等

❺消火器・ガス
ボンベ・スプレー
缶等

❻有害物
（スレート板・石膏
ボード等）

❼危険物
（灯油等）

❽ペンキ・シン
ナー類・農薬等

❾金属くず

10木質系混合物
（草木・柱角材等）

仮置場（市が指定）での分別リスト

11家電 4品目
（冷蔵庫・洗濯機・エ
アコン・テレビ）

災害廃棄物処理の流れ
出典：災害廃棄物処理パンフレット（環境省）

※仮置場以外に廃棄したり、分別を行わずに廃棄すると、
　通行車両の邪魔になったり、再度の分別が必要になる
　など、迅速な復旧・復興の妨げとなります。必ず指定
　の仮置場であることと分別にご協力ください。


